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ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

● 

若
い
世
代
が
安
心
し
て
子
育
て

　

で
き
る
環
境
整
備
の
た
め
に

　

 

谷　

尚
樹
様（
千
葉
県
千
葉
市
）

　
　

30
万
円

愛
知
県
最
低
賃
金
改
正

一
宮
労
働
基
準
監
督
署

☎

０
５
８
６(

45)

０
２
０
６

　

県
最
低
賃
金
は
、
平
成
30
年
10

月
１
日
か
ら
時
間
額
８
９
８
円
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

県
内
の
事
業
場
で
働
く
常
用
、

臨
時
、
パ
ー
ト
な
ど
全
て
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く

は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

剪せ
ん

定て
い

枝
処
理
手
数
料
の
補
助

市
役
所
農
務
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
５
２

　

平
成
30
年
中
に
市
が
指
定
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
に
植
木
や

苗
木
を
生
産
す
る
過
程
で
発
生
し

た
剪
定
枝
を
持
ち
込
ん
だ
際
の
、

処
理
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。
た
だ
し
、
第
３
者
か
ら
処
理

費
用
を
得
て
い
る
場
合
は
補
助
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
内
容
な
ど　

下
表

稲
沢
西
土
地
区
画
整
理
審
議
会

委
員
選
挙

市
役
所
都
市
整
備
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
４
０
３

▼
選
挙
期
日　

３
月
24
日
（日）

●
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

▼
と
き　

１
月
24
日
（木）
〜
２
月
６

日
（水）
、
午
前
８
時
30
分
〜
正
午
・

午
後
１
時
〜
５
時
15
分　

※
土
・

日
曜
日
も
行
い
ま
す
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
都
市
整
備
課

対象 ①市内在住の農業者
②市内在住の造園業者

補助率 ①…３分の１以内
②…５分の１以内

補助限度額 30 万円
申請受付 １月７日 (月 ) ～ 31 日 ( 木 )

指定業者 ・コスモリサイクル (株 )（福島町）
・(有 )八開チップ（愛西市鵜多須町）

剪定枝処理手数料補助　内容など

自
動
車
・
軽
自
動
車
の

名
義
変
更
・
廃
車
の
届
け
出

市
役
所
課
税
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
９
３

　

毎
年
３
月
は
、
車
両
の
名
義
変

更
や
廃
車
の
届
出
が
集
中
す
る
た

め
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
混

雑
緩
和
の
た
め
、
可
能
な
場
合
は

早
め
に
手
続
き
を
済
ま
せ
て
く
だ

さ
い
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
届
出
先
な
ど　

左
表

種類 届出・問合先 電話番号
普通自動車、小型自
動車、250cc を超え
る二輪の小型自動車

愛知運輸支局　小牧自
動車検査登録事務所

050(5540)2048

軽二輪（125cc を超
え 250cc 以下）

愛知県軽自動車協会　
小牧分室

0568(43)1406

軽自動車（軽四輪、
軽三輪）

軽自動車検査協会　愛知
主管事務所　小牧支所

050(3816)1773

自動車・軽自動車の名義変更・廃車　届出先など

中
小
企
業
振
興
奨
励
制
度

市
役
所
商
工
観
光
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
３
２

　

中
小
企
業
者
で
、
新
た
に
家
屋

（
住
宅
使
用
部
分
は
除
く
）
や
償

却
資
産
を
取
得
し
た
か
た
に
、
奨

励
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象　

市
内
に
事
業
所
を
有

し
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
中
小
企

業
者
で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
か

た　

※
農
業
、
林
業
、
漁
業
、
風

俗
業
お
よ
び
性
風
俗
関
連
特
殊
業

を
営
ん
で
い
る
か
た
、
非
営
利
団

体
は
対
象
外
▼
対
象
設
備　

平
成

30
年
中
に
事
業
の
目
的
の
た
め
に

取
得
し
た
家
屋
・
償
却
資
産
で
、

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る
も

の　

※
他
の
奨
励
措
置
と
の
重
複

申
請
は
不
可
▼
奨
励
金
額　

対
象

設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
相
当
額

の
２
分
の
１
（
平
成
31
年
度
分
の

み
）
▼
申
請　

２
月
28
日
（木）
ま
で

に
、
申
請
書
、
種
類
別
明
細
書
に

記
入
の
上
、
市
役
所
商
工
観
光
課

へ
（
用
紙
は
申
込
先
に
あ
り
ま

す
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
）

会員募集のコーナーを
利用してください

問合先　 市役所秘書広報課　

☎

0587(32)1126

　「広報いなざわ」３月号で、会員募集のコーナーを
設けます。一緒に活動する仲間を探しているかたは、
利用してください。

掲載基準
＊ 市内の公共施設を主な活動場所としているグループ
に限る
 ＊営利を目的とする教室などは不可
＊宗教・政治活動をするグループは不可

申し込み　
１月 17 日 ( 木 ) までに、申込用紙に記入の上、持参
または FAX（0587(23)1489）で市役所秘書広報課、
支所、市民センターへ（用紙は申込先にあります。市
のホームページからダウンロードもできます）


